
 

  
４．治水経済調査マニュアル（以下、マニュアル）における「その他の便益」について 

 
 

 治水事業の経済効果としては、フロー効果（事業効果）とストック効果（施設効果）に大別される。フロー

効果とは、事業期間中に建設投資によって発生する効果のことであり、ストック効果とは、施設を利用するこ

とによって、発生する効果のことである。 

マニュアルでは、ストック効果のうち、計測可能なもののみを便益として算出することとしている。マニュ

アルで示されているストック効果は、右図のとおりである。 

 なお、計測可能な場合以外は算出しないとしている「その他の便益」については、下記資料に記載されて

いる。 
 

※平成１７年４月 国土交通省河川局 治水経済調査マニュアル（案） 

ｐ６３～ｐ７０（２１ページ～２４ページに掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成１７年４月 国土交通省河川局 治水経済調査マニュアル（案） 抜粋） 





            





(1)

(2)

(3)



4,000

810

810

2,500

1,500

2,500

3,000

3,100

3,600

3,500

3,800

4,300

4,700

4,900

5,000

6,500

7,200

7,000

9,500

9,500

2,000

3,000

3,800

4,800

4,200

7,200

8,700

5,200

6,000

1,000

500

700

1,000

1,000

1,500

800

3,000

700

900

500

700

500

1,000

700

2,000

1,500

400

1,100

900

1,000

1,700

4,000

1,500

2,300

100

260

260

300

400

300

100

100

300

200

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

検討中

１／８０、１／１００

S32.7（諫早大水害）ピーク流量規模相当

１／１００

検討中

１／１００

１／３０

１／１００

検討中

１／１００

S29年以降最大のピーク流量に相当

１／１００

検討中

１／１００

検討中

１／１００

検討中

１／１００

検討中

１／１００

１／７０

１／１００

Ｈ５．８洪水のピーク流量に相当

１／１００

検討中

１／１００

１／４０

１／１００

１／２０～１／３０

１／１５０

１／４０

１／１５０

検討中

１／１５０

１／５０

１／１５０

１／５０

１／１５０

球
磨
川

本
明
川

肝
属
川

嘉
瀬
川

矢
部
川

番
匠
川

松
浦
川

菊
池
川

山
国
川

小
丸
川

大
分
川

五
ヶ
瀬
川

川
内
川

大
野
川

白
川

遠
賀
川

緑
川

大
淀
川

筑
後
川

流量

河道への配分量

河道の残りの必要容量

洪水調節施設による調節量

洪水調節施設の残りの必要容量

九州管内の一級河川における整備目標等一覧表

基本方針
整備計画

河川名
基本方針・整備計画に
定められた目標値

「河道への配分流量」と「洪水調節施設による調節流量」への配分図

基本方針
整備計画

基本方針
整備計画

基本方針
整備計画

基本方針
整備計画

基本方針
整備計画

基本方針
整備計画

基本方針
整備計画

基本方針
整備計画

基本方針
整備計画

基本方針
整備計画

基本方針
整備計画

基本方針
整備計画

基本方針
整備計画

基本方針
整備計画

基本方針
整備計画

基本方針
整備計画

基本方針
整備計画

基本方針
整備計画

H5.8洪水のピーク
流量に相当

Ｓ２９年以降最大の
ピーク流量に相当

Ｓ３２，７（諫早大水害）
ピーク流量規模相当



○　今後の河川改修イメージ図

・有識者会議における議論の資料として、河川整備基本方針をベースに、熊本県でイメージ図を作成。

○　平成１９年５月に策定された球磨川水系河川整備基本方針の内容

基本高水のピーク流量 河道への配分流量
上流区間(人吉) ７，０００m3/s ４，０００m3/s
下流区間(横石) ９，９００m3/s ７，８００m3/s

※球磨川水系河川整備基本方針より

○　現況流下能力

９，９００m3/s
７，０００m3/s １／１００　(９，９００m3/s)

１／８０　(７，０００m3/s) １／８０　　(９，０００m3/s)

１／５０　(６，７００m3/s) １／５０　　(８，６００m3/s)

１／３０　(６，２００m3/s) ７，８００m3/s １／３０　　(８，１００m3/s)

１／１０　(５，１００m3/s) ６，９００m3/s １／１０　　(６，８００m3/s)

１／　５　(４，４５０m3/s) ４，０００m3/s １／　５　　(６，０００m3/s)

※市房ダムを含まず。 ※市房ダムを含まず。

３，６００m3/s ４，８００m3/s
３，２００m3/s
未整備 整備済み

上流部(人吉) 下流部(横石)
※現況流下能力については、「有識者会議(第３回)　説明資料４－２　Ｐ２０」より

○　イメージ　１　【(河道への配分流量)計画高水流量まで河道整備を進める。】

９，９００m3/s
７，０００m3/s １／１００　(９，９００m3/s)

１／８０　(７，０００m3/s) １／８０　　(９，０００m3/s)

１／５０　(６，７００m3/s) １／５０　　(８，６００m3/s)

１／３０　(６，２００m3/s) ７，８００m3/s １／３０　　(８，１００m3/s)

１／１０　(５，１００m3/s) ６，９００m3/s １／１０　　(６，８００m3/s)

１／　５　(４，４５０m3/s) ４，０００m3/s １／　５　　(６，０００m3/s)

※市房ダムを含まず。 ※市房ダムを含まず。

３，６００m3/s ４，８００m3/s
３，２００m3/s
未整備 整備済み

上流部(人吉) 下流部(横石)

凡例

○　イメージ２　【洪水調節施設のみの整備を進める。】

９，９００m3/s
７，０００m3/s ９，０００m3/s １／１００　(９，９００m3/s)

１／８０　(７，０００m3/s) １／８０　　(９，０００m3/s)

１／５０　(６，７００m3/s) ６，６００m3/s １／５０　　(８，６００m3/s)

１／３０　(６，２００m3/s) １／３０　　(８，１００m3/s)

１／１０　(５，１００m3/s) ６，９００m3/s １／１０　　(６，８００m3/s)

１／　５　(４，４５０m3/s) １／　５　　(６，０００m3/s)

※市房ダムを含まず。 ※市房ダムを含まず。

３，６００m3/s ４，８００m3/s
３，２００m3/s
未整備 整備済み

上流部(人吉) 下流部(横石)
凡例

基準地点

・河道への配分流量（計画高水流量）まで河道整備を行ったとしても、そのために人吉、中流部で得られる安全
度は、１／５以下となる。

・洪水調節施設により整備する範囲。
・規模は、既設の市房ダムと新たな洪水調節施設とで、人吉地点で基本高水のピーク流量を計画高水流量ま
での３，０００m3/s調節する量に対応している。

・物理的、社会的、環境上の制約条件等を考慮した上で堤防の整備等の改修を行った河道における流下能
力。
・河川改修(河床の掘削等)、宅地嵩上げ等により対応可能な流量の増大分。
・宅地嵩上げ整備済み区間については 河床の掘削や河畔林の伐採等で対応が可能

嵩　上　げ　事　業　区　間

嵩　上　げ　事　業　区　間

５，５００m3/s

中流山間狭窄部(渡)

中流山間狭窄部(渡)

嵩　上　げ　事　業　区　間

・河道による改修では対応できない流量。そのため、洪水調節施設により対応することとなる。

・上流部と中流部は、洪水調節施設の整備により、人吉・中流部は概ね１／３０程度の安全度は、確保される。
・洪水調節施設を整備することにより得られる球磨川水系全体の便益は、約４０００億円となる。

洪水調節施設による調節流量
３，０００m3/s
２，１００m3/s

５，５００m3/s

中流山間狭窄部(渡)
※中流山間狭窄部については、堤防方式で
なく、嵩上げ方式で河川改修が行われてい
るため、嵩上げが完了している家屋数の割
合により現況流下能力を表現している。






